
制　　度　　名

一 般 事 業 資 金

特 別 小 口 資 金
（保証人・担保不要）

創 業 資 金
(担保不要)

新 分 野 進 出 資 金
(担保不要)

事 業 所

整 備

事 業 所

入 居

港湾輸送

関連設備

市内に１年以上事業所があり(組合などは１年
未満でも可)、現に市内で事業を営む、卸売
業・小売業、飲食店、サービス業の中小企業者
や組合など

市内に１年以上事業所があり(組合等は１年未
満でも可)、現に市内で事業を営む中小企業者
や組合など

市が特定する工業団地など(新都市・西部・豊岩)
の用地を取得する中小企業者や組合など

設備近代化資金

中小企業用地取得資金

中小製造業設備資金

対　　　象　　　者

市内に住所があり、市内で１年以上継続して同一
事業を営んでいる中小企業者や組合など

事業を営んでいない個人で、本市で事業を開始し
た日、または会社設立の日から５年未満の中小企
業者

●本市で事業を開始する具体的計画を有する新た
な中小企業を設立した中小企業者
●会社が本市に新たに設立した、設立の日から５
年未満の中小企業者

主　な　融　資　内　容
【運転資金・設備資金】

【設備資金】

1,500万円

1,000万円

1,000万円

750万円

5,000万円
（総事業費の80％以内）

※組合などは
１億円

（総事業費の80％以内）

7,000万円
（総事業費の85％以内）

１億円
（用地取得金額の85％以内）

年2.4％
(返済60回まで年1.0％
の利子補給あり)

年2.9％
(年2.0％の利子補給あり)

年2.9％

限　度　額 利　率

年2.4％

年2.4％

年2.4％

年2.4％

7年以内
（据置6か月以内含む）

7年以内
（据置6か月以内含む）

7年以内
（据置１年以内含む）

7年以内
（据置１年以内含む）

10年以内
（据置6か月以内含む）

※組合などは
10年以内
（据置１年以内含む）

10年以内
（据置１年以内含む）

７年以内
（据置１年以内含む）

返 済 期 間

市内に住所があり、市内で３年以上継続して同一
業種の事業を営んでいる小規模企業者。市民税所
得割(法人は法人税割)が課税されており、申請時
に秋田県信用保証協会保証の債務残高がないもの

制　　度　　名 対　　　象　　　者
限　度　額 利　　　率 返 済 期 間

①

④

⑤

⑥

⑦

②

③

商業観光課q(866)2112

港湾貿易振興課q(866)216 4

⑥⑦…………………

中小企業への
融資あっせん制度

市では中小企業のみなさんに対して、下記のよう

な融資あっせん制度を設けています。運転資金や設

備資金が必要な際はお気軽にご相談ください。お問

い合わせは下記までどうぞ。

①②③④⑤…………
⑤の港湾輸送関連設備…

工業労政課q(866)2114

主　な　融　資　内　容

市内で同一業種を３年以上行っている、製造
業・製造小売業の中小企業者や協同組合など

※市税が課税されている場合は完納していることが条件となります。
また、①～⑤は秋田県信用保証協会の保証が必要です。ただし、信用
保証料は全額市が補助します。

提示するだけでサービスが受けられる、便
利でお得な会員証を発行しています。映画館
やホテル、レンタカーなど、余暇活動にご利
用ください。●申し込み ワークパル1(866)2114(工業労政課内)

～働く仲間を応援します～

現在660事業所、およそ4,900人が加入

●祝金、見舞金、弔慰金などの共済給付事業
●健康診断助成、映画試写会などの福利厚生事業
●生活資金、教育資金などの貸付事業

会員証を
発行しています

(秋田市勤労者福祉サービスセンター)

事業内容

月々600円(一人あたり)の会費で、事業主と従業員のかた
がたの充実した福利厚生を応援します。ぜひご加入ください。

会員募集中！
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